
保険外併用療養費について 
わが国の医療保険制度では、原則として保険診療と自由診療（保険外診療）は同時に受けられないこと

になっています。自由診療が一部でもあると、その他の部分も含めて全額自己負担となります。ただし、

厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、患者の同意を要件として、保険診療

との併用が認められています。当該技術やサービスにかかる料金については 100％自費負担、それ以外の

通常の診療については保険診療（3割負担等）で受けることができます。この保険が適用される分を「保

険外併用療養費」といい、自費部分を「評価療養」「選定療養」といいます。通常の受診と同じように医療

機関の窓口に保険証を提出して受診します。 

 

◎評価療養：保険適用前の先進医療や新薬など、将来的な保険適用を前提としつつ、保険適用の可否につ

いて評価中の療養。 

 

厚生労働省が科学的評価を行って、一定の有効性及び安全性が認められるとした技術。実施は、個別技術

ごとに厚生労働省が定めた要件を満たした医療機関に限られます。具体的技術及び医療機関については、

厚生労働省のホームページでご確認になれます。 

 

◎選定療養：個室の病室や予約診療・紹介状なしの大病院受診、保険で認められている内容以上の医療行

為など患者本人が希望して受ける「特別な療養」のことです。 

 



保険外併用療養費について 
◎個室に入院したい： 

 

◎最新の治療を受けたい： 

 


